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聖籠町保育料に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成３０年３月３０日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第１９号 

聖籠町保育料に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 聖籠町保育料に関する規則（平成２７年聖籠町規則第２０号）の一部

を次のように改正する。 

 第３条第２項中「及び第３階層」を「から第４－３階層まで」に改め 

る。 

第５条に次の２項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額５万７，７００円未

満の世帯において、特定被看護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成

２６年政令第２１３号）第１４条の２第１項に規定する特定被監護者等を

いう。以下同じ。）が２人以上いる場合は、特定被看護者等のうち、その

出生の最も早いものから順次に数えて第２子である者が利用者であるとき

の保育料は、当該世帯の階層区分における保育料の２分の１の額とし、第

３子以降である者が利用者であるときの保育料は、無料とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額７万７，１０１円

未満の世帯のうち、第３条第２項に該当する世帯であって、特定被看護者

等が２人以上いる場合は、特定被看護者等のうち、その出生の最も早いも

のから順次に数えて第２子以降である者が利用者であるときの保育料は、

無料とする。 

別表第２の１の表中 

「 

階層区分 定義 保育料（月額） 

保育標準時間 保育短時間 

第２ 市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

第３－１ 市町村民税均等割のみの世帯 ９，０００円 ８，８００円 

第３－２ 市町村民税所得割課税４８，

６００円未満である世帯 

１１，２００円 １１，０００円 
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 」 

 を 

「 

階層区分 定義 保育料（月額） 

保育標準時間 保育短時間 

第２ 市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

第３－１ 市町村民税均等割のみの世帯 ９，０００円 ８，８００円 

第３－２ 市町

村民

税所

得割

課税

世帯 

４８，６００円未満 ９，２５０円 ９，１５０円 

第４－１ ４８，６００円以上 

５８，２００円未満 

１５，０００円 １４，８００円 

第４－２ ５８，２００円以上 

６７，８００円未満 

１５，０００円 １４，８００円 

第４－３ ６７，８００円以上 

７７，１０１円未満 

１５，０００円 １４，８００円 

第４－３ ７７，１０１円以上 別表第１の１中 

第４－３階層へ 

別表第１の１中 

第４－３階層へ 

」 

に改める。 

別表第２の２の表中 

「 

階層区分 定義 保育料（月額） 

保育標準時間 保育短時間 

第２ 市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

第３－１ 市町村民税均等割のみの世帯 ６，２００円 ６，０００円 

第３－２ 市町村民税所得割課税４８，

６００円未満である世帯 

８，８００円 ８，６００円 

」 

 を 

「 

階層区分 定義 保育料（月額） 

保育標準時間 保育短時間 
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第２ 市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

第３－１ 市町村民税均等割のみの世帯 ６，０００円 ８，８００円 

第３－２ 市町

村民

税所

得割

課税

世帯 

４８，６００円未満 ７，７５０円 ９，１５０円 

第４－１ ４８，６００円以上 

５８，２００円未満 

１３，５００円 １３，３００円 

第４－２ ５８，２００円以上 

６７，８００円未満 

１３，５００円 １３，３００円 

第４－３ ６７，８００円以上 

７７，１０１円未満 

１３，５００円 １３，３００円 

第４－３ ７７，１０１円以上 別表第１の２中 

第４－３階層へ 

別表第１の２中 

第４－３階層へ 

」 

に改める。 

第２条 聖籠町保育料に関する規則の一部を次のように改正する。 

第５条に次の１項を加える。 

４ 前３項の規定にかかわらず、市町村民税非課税世帯において、特定被看

護者等が２人以上いる場合は、特定被看護者等のうち、その出生の最も早

いものから順次に数えて第２子以降である者が利用者であるときの保育料

は、無料とする。 

別表第２の１の表中 

 「 

階層区分 定義 保育料（月額） 

保育標準時間 保育短時間 

第２ 市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

第３－１ 市町村民税均等割のみの世帯 ９，０００円 ８，８００円 

第３－２ 市町

村民

税所

得割

課税

世帯 

４８，６００円未満 ９，２５０円 ９，１５０円 

第４－１ ４８，６００円以上 

５８，２００円未満 

１５，０００円 １４，８００円 

第４－２ ５８，２００円以上 

６７，８００円未満 

１５，０００円 １４，８００円 

第４－３ ６７，８００円以上 １５，０００円 １４，８００円 
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７７，１０１円未満 

第４－３ ７７，１０１円以上 別表第１の１中 

第４－３階層へ 

別表第１の１中 

第４－３階層へ 

」 

 を 

「 

階層区分 定義 保育料（月額） 

保育標準時間 保育短時間 

第２ 市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

第３－１ 市町村民税均等割のみの世帯 ９，０００円 ８，８００円 

第３－２ 市町

村民

税所

得割

課税

世帯 

４８，６００円未満 ９，０００円 ８，８００円 

第４－１ ４８，６００円以上 

５８，２００円未満 

９，０００円 ８，８００円 

第４－２ ５８，２００円以上 

６７，８００円未満 

９，０００円 ８，８００円 

第４－３ ６７，８００円以上 

７７，１０１円未満 

９，０００円 ８，８００円 

第４－３ ７７，１０１円以上 別表第１の１中 

第４－３階層へ 

別表第１の１中 

第４－３階層へ 

」 

に改める。 

別表２の２の表中 

「 

階層区分 定義 保育料（月額） 

保育標準時間 保育短時間 

第２ 市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

第３－１ 市町村民税均等割のみの世帯 ６，０００円 ６，０００円 

第３－２ 市町

村民

税所

得割

４８，６００円未満 ７，７５０円 ７，６５０円 

第４－１ ４８，６００円以上 

５８，２００円未満 

１３，５００円 １３，３００円 

第４－２ ５８，２００円以上 １３，５００円 １３，３００円 
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課税

世帯 

６７，８００円未満 

第４－３ ６７，８００円以上 

７７，１０１円未満 

１３，５００円 １３，３００円 

第４－３ ７７，１０１円以上 別表第１の２中 

第４－３階層へ 

別表第１の２中 

第４－３階層へ 

」 

 を 

「 

階層区分 定義 保育料（月額） 

保育標準時間 保育短時間 

第２ 市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

第３－１ 市町村民税均等割のみの世帯 ６，０００円 ６，０００円 

第３－２ 市町

村民

税所

得割

課税

世帯 

４８，６００円未満 ６，０００円 ６，０００円 

第４－１ ４８，６００円以上 

５８，２００円未満 

６，０００円 ６，０００円 

第４－２ ５８，２００円以上 

６７，８００円未満 

６，０００円 ６，０００円 

第４－３ ６７，８００円以上 

７７，１０１円未満 

６，０００円 ６，０００円 

第４－３ ７７，１０１円以上 別表第１の２中 

第４－３階層へ 

別表第１の２中 

第４－３階層へ 

」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の聖籠町保育料に関する規則の規定は平成２８

年４月１日から、第２条の規定による改正後の聖籠町保育料に関する規則の

規定は平成２９年４月１日から適用する。 


